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問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
☎
73
・
3
0
0
6

農
家
の
皆
さ
ん
へ
�

一
般
�

○
農
業
・
商
業
・
工
業
・
漁
業
な
ど
事
業
を
営

ん
で
い
る
人
�

○
公
的
年
金
、
地
代
や
家
賃
の
収
入
、
不
動
産

や
株
式
売
却
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
�

○
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
満
期
・
解
約
等
で

一
時
金
を
受
け
取
っ
た
人
な
ど
�

�給
与
所
得
者
�

　
給
与
所
得
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
年
末
調
整
で

所
得
税
の
精
算
を
し
て
い
る
の
で
、
確
定
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
次
の

人
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
�

○
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
収
入
が

あ
る
人
�

○
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
�

　
農
業
所
得
に
つ
い
て
は
、
各
自
で
通

帳
や
帳
簿
、
出
荷
先
（
農
協
・
市
場
等
）

で
調
べ
た
農
産
物
ご
と
の
収
入
金
額
、

科
目
ご
と
の
経
費
金
額
に
よ
り
「
収
支

内
訳
書
」
を
作
成
し
、
申
告
相
談
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
中
に
農
業
用

機
械
を
購
入
し
た
場
合
は
そ
の
領
収
書

等
も
併
せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

※
農
業
用
機
械
の
経
費
（
減
価
償
却
費
）

の
計
算
は
複
雑
な
た
め
、
収
支
内
訳

書
を
完
成
さ
せ
る
の
が
困
難
な
人
は
、

分
か
る
範
囲
ま
で
記
入
し
て
申
告
時

に
諸
帳
簿
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

所
得
金
額
が
わ
か
る
も
の
�

○
給
与
・
退
職
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
、
報
酬
等
の
支
払
調
書
（
原
本
）
�

○
収
支
内
訳
書
�

※
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
、
不
動
産
）
の
あ

る
人
は
、
収
支
内
訳
書
が
必
要
で
す
。
�

○
配
当
証
明
書
、
公
的
年
金
以
外
の
年
金
の
支

払
調
書
、
保
険
満
期
・
解
約
等
の
一
時
金
の

支
払
調
書
、
不
動
産
の
譲
り
受
け
の
対
価
の

支
払
調
書
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
対
応

し
た
証
明
書
類
も
必
要
で
す
。
�

�所
得
控
除
金
額
な
ど
が
わ
か
る
も
の
�

○
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
個
人
年
金
保

険
料
証
明
書
、
国
民
年
金
控
除
証
明
書
�

※
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
書
は
税
務
課

お
よ
び
各
支
所
窓
口
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

支
払
証
明
書
は
市
の
申
告
相
談
へ
来
ら
れ
る

場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
税
務
署
で
申

告
さ
れ
る
人
は
こ
の
証
明
書
を
お
使
い
く
だ

さ
い
。
�

○
医
療
費
の
領
収
書
�

※
医
療
費
控
除
を
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、
医
療

費
の
合
計
額
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
�

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
関
係
書
類
�

※
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、

関
係
書
類
（
売
買
契
約
書
の
写
し
・
登
記
簿

謄
本
ま
た
は
抄
本
・
年
末
残
高
証
明
書
・
住

民
票
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

○
身
体
障
害
者
手
帳
等
�

※
障
害
者
控
除
を
申
請
さ
れ
る
人
は
、
申
告
の

際
に
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等
の
提
示
が
必

要
で
す
。
�

※
要
介
護
4
も
し
く
は
要
介
護
5
の
認
定
を
う

け
て
い
る
人
は
、
介
護
保
険
課
お
よ
び
各
支

所
窓
口
で
発
行
さ
れ
る
「
認
定
証
明
書
」
を

申
告
の
際
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
�

�そ
の
他
申
告
に
必
要
な
も
の
�

○
印
鑑
�

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
・
納
め
る
人
は

必
ず
本
人
名
義
の
振
替
先
金
融
機
関
の
口
座

が
分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
納

め
る
人
に
つ
い
て
は
、
通
帳
の
届
出
印
鑑
も

忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
原
則
と

し
て
申
告
に
来
ら
れ
た
人
の
み
の
相
談
と
な

り
ま
す
が
、
家
族
の
代
理
申
告
を
す
る
場
合

は
、
そ
の
人
の
申
告
に
必
要
な
資
料
（
源
泉

徴
収
票
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
な
ど
は
、
確
定
申

告
を
す
れ
ば
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
�

�○
退
職
者
で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人
、
配

当
所
得
の
あ
る
人
、
予
定
納
税
で
所
得
税
を

納
め
過
ぎ
の
人
�

○
給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、

寄
付
金
控
除
等
の
所
得
控
除
を
受
け
る
人
�

○
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
）
の
適
用
を
受
け
る
人
な
ど
�

※
給
与
・
公
的
年
金
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す

る
人
は
『
源
泉
徴
収
票
』
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

各
種
の
保
険
料
払
込
証
明
書
や
領
収
書
と
合

わ
せ
て
、
申
告
相
談
ま
で
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。
�

■年金手帳は大切に保管しましょう�

■国民年金の給付は、3種類の基礎年金があります�

被保険者の種類� 第1号被保険者�

20歳以上60歳未満の�
自営業の人、農林漁業�
の人、学生など�

第3号被保険者�

第2号被保険者に扶養されている配偶者�

第2号被保険者�

会社員、公務員など�対 　 象 �

国民年金保険料�
【定額】15,100円�
（平成22年度）�

被保険者本人は保険料負担を要しない。�
配偶者の加入している年金の保険者が�
負担�

厚生年金保険料率 16.058％�
（平成22年9月現在）�
労使折半で保険料負担�

保 険 料 �

基礎年金の国庫負担割合については、平成21年4月1日から、それまでの1／3から�
1／2へ引き上げられました。�国庫負担�

問い合わせ　市民課　☎73-3005　善通寺年金事務所　☎0877-62-1660▼
�

老齢基礎年金�
65歳から生涯受けられます�

　日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。�
　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったとき
などに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。ただし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられな
いこともありますので、「あの時に・・・」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。（20歳前に就職して厚生年金等に加
入中の人は、加入手続きは不要です）�
　学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人の場合は「学生納付特例」や「若年者納付猶予」など保険料の支払いを
猶予する制度がありますので、市民課または各支所で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。�

　公的年金制度では、すべての制度に共通し
て使用される基礎年金番号が用いられています。�
　国民年金や厚生年金に加入すると基礎年
金番号が記載された年金手帳が交付され、加
入記録や保険料の納付状況などがこの番号
で管理されます。年金手帳は、年金に関する
手続きの際に必要となりますので、大切に保
管してください。�

　香川県国民年金基金では、国民年金全般についての年金
相談所を開設します。お気軽にご相談ください。�

障害基礎年金�
病気やケガで障がいの状態に�
なった人が受けられます�

遺族基礎年金�
夫が亡くなったときに子どものいる�
妻または子どもが受けられます�

時 　 間 �午前10時～午後4時�

相 談 員 �

相 談 日 �

香川県国民年金基金職員�
�持 参 品 �年金手帳・預金通帳・通帳印（口座振替のため）�
�

所
得
税
の
確
定
申
告
は
　
　
　
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
�

〜
メ
リ
ッ
ト
〜
�

○
最
高
5,
0
0
0
円
の
税
額
控
除
�

○
添
付
書
類
を
省
略
可
能
�

○
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
�

○
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能
�

e-T
a
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ー
ム
ペ
ー
ジ
�

h
ttp
://w

w
w
.e
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.g
o
.jp
/

e-Tax

1月27日（木）市役所西館　第3会議室�
　  28日（金）詫間福祉センター　1階�

問い合わせ� 香川県国民年金基金　　0120-65-4192

年金相談を開設します�
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ざ
ま
な
”食
生
活
不
便
“
を
感
じ
る
人
が

増
加
し
て
い
ま
す
。�

　
そ
う
い
っ
た
声
に
応
え
る
た
め
に
始
め

た
の
が
、
こ
の
健
康
弁
当
宅
配
サ
ー
ビ
ス
。

旬
の
素
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
日
替
わ

り
メ
ニ
ュ
ー
は
、
毎
日
食
べ
て
も
飽
き
が

こ
な
い
上
に
、
管
理
栄
養
士
が
き
ち
ん
と

カ
ロ
リ
ー
計
算
を
し
て
い
る
の
で
、
栄
養

不
足
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
弁
当
を
配
達
す
る
の
は
「
ス
マ
イ
ル
さ

ん
」
と
呼
ば
れ
る
弁
当
宅
配
ス
タ
ッ
フ
。

ス
マ
イ
ル
さ
ん
は
、
弁
当
を
届
け
る
だ
け

で
な
く
、
話
し
相
手
に
な
っ
た
り
、
体
の

調
子
を
う
か
が
っ
た
り
し
て
高
齢
者
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
ま
す
。�

　
「
こ
れ
ま
で
、
病
院
や
施
設
の
給
食
等

で
培
っ
た
治
療
食
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か

し
て
、
健
康
で
い
ら
れ
る
弁
当
を
お
届
け

し
ま
す
。
ま
た
、
お
客
さ
ま
の
声
を
聞
き

な
が
ら
”食
生
活
不
便
“
だ
け
で
な
く
す

べ
て
の
”生
活
不
便
“
の
解
消
の
お
手
伝

い
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

と
次
の
事
業
展
開
を
模
索
し
て
い
ま
す
。�

　
健
康
弁
当
宅
配
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
中
心

に
、
地
域
の
高
齢
者
の
見
守
り
や
健
康
維

持
の
推
進
を
図
る
株
式
会
社
ケ
ン
タ
ク
。�

　
近
年
、
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
、
市
内

で
も
高
齢
者
の
独
り
暮
ら
し
や
高
齢
者
だ

け
の
世
帯
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に

よ
り
、
火
を
使
っ
て
家
事
を
す
る
こ
と
の

危
険
性
や
健
康
状
態
が
悪
く
買
い
も
の
に

出
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
さ
ま

を
可
能
に
し
ま
し
た
。�

　
今
回
開
発
し
た
製
麺
機
は
、
昔
か
ら
伝

わ
る
手
打
ち
製
法
の
「
す
か
し
打
ち
」
と

い
う
、
打
ち
台
に
麺
棒
へ
巻
き
つ
け
た
麺

生
地
を
た
た
き
つ
け
な
が
ら
、
薄
く
仕
上

げ
る
技
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。�

　
社
長
の
岡
原
さ
ん
は
「
讃
岐
の
う
ど
ん

職
人
が
何
百
年
も
伝
え
て
き
た
伝
統
の
す

か
し
打
ち
を
生
か
し
た
機
械
で
、
本
物
の

讃
岐
う
ど
ん
を
広
め
た
い
。
過
去
4
度
に

渡
る
讃
岐
う
ど
ん
ブ
ー
ム
も
あ
り
、
う
ど

ん
の
市
場
規
模
は
麺
業
界
の
中
で
も
広
が

り
を
見
せ
て
い
ま
す
。
う
ど
ん
の
最
先
進

地
に
な
る
に
は
、
今
こ
こ
で
原
点
に
還
っ

て
讃
岐
う
ど
ん
を
見
直
し
て
ほ
し
い
」
と

の
強
い
思
い
で
開
発
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
15
年
か
ら
は
県
立
丸
亀
高
等

技
術
学
校
か
ら
委
託
を
受
け
た
県
内
で
唯

一
の
公
的
う
ど
ん
学
校
「
さ
ぬ
き
う
ど
ん

科
」
を
開
設
し
て
お
り
、
常
に
「
本
物
」

に
こ
だ
わ
る
岡
原
さ
ん
の
取
り
組
み
は
、

今
後
も
讃
岐
う
ど
ん
ブ
ー
ム
を
支
え
て
い

き
ま
す
。�

　
今
年
、
創
業
1
0
0
周
年
を
迎
え
、
讃

岐
う
ど
ん
を
中
心
に
麺
の
総
合
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
し
て
製
麺
機
の
開
発
・
販
売
を

手
が
け
る
さ
ぬ
き
麺
機
株
式
会
社
。�

　
こ
れ
ま
で
本
場
讃
岐
う
ど
ん
の
手
打
ち

製
法
に
こ
だ
わ
り
、
数
多
く
の
製
麺
機
の

開
発
を
手
が
け
、
特
に
「
冷
凍
讃
岐
う
ど

ん
」
を
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
全
自
動
製
麺
設

備
の
発
明
は
、
讃
岐
う
ど
ん
の
大
量
生
産

三
豊
市
中
小
企
業�

振
興
基
金
事
業�
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Q1　アライグマってどんな動物なの？�

　北アメリカが原産地で、日本にペットとして持ち込まれたものが逃げ出したり、捨てられたりして野性化しま
した。体長は約40～60cm、体重は4～10ｋｇで、5本の指を器用に使います。タヌキとよく似ていますが尾のし
ま模様で見分けがつきます。�
　全国的に被害が拡大しており「生態系への影響」「人への危害」「農林水産業への被害」を及ぼすもの、また
は及ぼすおそれのあるものとして『特定外来生物』に指定されています。�

Q2　なぜアライグマが問題なの？�

■雑食性で手が器用なため農作物（スイカ、トウモロコシ、桃、ブドウ、イチゴなど）を食べ荒らします。�
■家屋に侵入し天井裏に棲みつくことがあります。騒音や糞尿により天井にしみができたり、悪臭を発生したり、
　天井が破られたりすることがあります。�
■「狂犬病」「アライグマ回虫症」などの、媒介動物でもあり、人に感染するおそれのある感染症を持っている
　可能性があります。�
■平均で3～6頭の子どもを産み、繁殖率が非常に高く爆発的に増える可能性があります。�
■日本には天敵となる生物がいないため、鳥の卵や両生類等を食べたりして、日本古来の生態系を壊します。�

Q3　市内でアライグマによる被害はあるの？�

　農業被害、家屋進入被害の報告があり、平成22年度上期(4～9月)で48頭の捕獲をしています。�

Q4　市のアライグマ対策は？�

■猟友会に駆除を依頼したり、捕獲檻の設置を行っています。�
■アライグマの被害にあっている人に対して防除従事者養成講習会の開催を行っています。�
■防除従事者を対象に捕獲檻の貸出しを行っています。�
■農業被害がある場合は、購入する電気柵、捕獲檻(防除従事者)等に対して補助があります。�
　補助金の対象要件があります。詳しくはお問い合わせください。�

▲申し込み・問い合わせ　農業振興課　☎73ー3040

アライグマ防除従事者養成講習会を開催します�

　アライグマは鳥獣保護法により狩猟免許者、防除従事者�
講習会修了者でないと捕獲することができません。�
　自衛のために下記防除従事者養成講習会にお申し込みく�
ださい。受講料は無料です。�

　日　　　時　  1月31日（月）午後1時�

　場　　　所　  高瀬町農村環境改善センター3階大ホール�

　定　　　員　  50人(申し込み順)�

　内　　　容　  防除従事者に必要な知識の取得�

　申し込み期限　  1月21日（金）�


